
・

・

・

・

開始時間 会場
※未定の場合は概ね２週間前に決定します。

同意 　第43条第２項第二号

報告 　第44条第1項第二号

　第44条第1項第二号

　第43条第２項第二号

　第43条第２項第二号同意

(金曜日) 10:00 本庁舎　9階　第1委員会室
（当日は、会議室を変更する変更する場合があります。）

第2回 5月22日 (金曜日) 10:00 本庁舎　9階　第1委員会室

第3回 7月17日 同意

《 令和8年度　豊島区建築審査会開催予定 》

第1回 4月24日 (金曜日) 10:00 本庁舎　9階　第1委員会室

議題
※下記適用条文は建築基準法

建築審査会の会議は公開されています。ただし、裁決の評議その他議長が公開を不適当と認めた場合は、非公開にさせていただくことがございます。

会議の撮影および録音は原則として禁止しております。

会議の日時、会場は変更することがあります。なお、審査議案等のない場合は、開催致しません。

傍聴を希望される場合は、開催日3日前の17：00までにお電話にて事務局（都市整備部住宅・マンション課住宅計画グループ）までお問い合わせください。

開催日


